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平成２７年度  伊豆市の人事行政等の運営状況について 

 

 

 

地方公務員法第 58条の２及び伊豆市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、職員の給

与や職員数、勤務条件などの状況を公表します。これは人事行政の状況を公表することにより、その公

平性と透明性を高めることを目的としています。 

 

 

 

１  任免及び人数に関する状況 

 

  (1)  部門別職員数の状況と主な増減理由（各年 4月 1日現在） 

           区分 

部門 

職  員  数（人） 
主な増減理由 

平成 26年 平成 27年 対前年増減 

一般

会計 

一般行政 ２８５ ３１３         ２８ こども園教諭の充実等 

教  育 ６１ ５０        △１１ 幼稚園教諭の部署変更等 

小 計 ３４６ ３６３         １７  

特別

会計 

水  道 １０ ９        △ １ 
料金徴収業務委託による減員 

下水道 ８       ６       △ ２ 

その他 ２５ １０        △１５ 会計移動による減員 

小 計 ４３ ２５        △１８  

合  計 ３８９ ３８８        △ １  

       ※  職員数は教育長を含む一般職員数で、市長・副市長を除きます。 

 

 

(2) 採用及び退職の状況（平成 26年度） 

          区分 

 

職種 

採用 

（人） 

離      職（人） 

退  職 免  職 
失職 合計 

定年 早期 普通 死亡 任期満了 分限 懲戒 

行  政  職  ９    ７    ４     ２     ０       １     ０     ０     ０   １４ 

技能労務職   ０     ７     ０     ０     ０       ０     ０     ０     ０     ７ 

合  計   ９   １４    ４     ２     ０       １     ０     ０     ０   ２１ 

       ※  採用は、平成 26 年 4月 2日から平成 27年 4月 1 日の間に採用した者の人数です。 
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(3) 年齢別職員数の状況（平成 27年 4月 1日現在） 

 

 

  

(4)  定員適正化のための数値目標 

基準となる職員数 

平成 26年 4 月 1日 

目標の職員数 

平成 27年 4 月 1日  

実     績 

平成 27年 4 月 1日 
1 年間の 

削減数 

1 年間の 

削減率 

３８８人 ３６１人 ３８７人 １人 0.99％ 

    ※教育長を含めません 

 

２  給与の状況 

 

  (1)  人件費の状況（平成 26年度普通会計決算） 

住民基本台帳人口 

（平成 26年４月１日現在） 
歳出額  (A) 人件費  (B) 人件費率(B)／(A) 

   32,678 人 16,500,047 千円 2,916,439千円 17.7％ 

 

 

  (2)  職員（特別職を除く）給与費の状況（平成 26年度一般会計当初予算） 

職員数（人）(A) 
職  員  給  与  費 一人当たり給与費 

(B)／(A) 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 (B) 

人 

        358 

千円 

1,346,715 

千円 

   167,616 

千円 

    499,166 

千円 

  2,013,497 

千円 

      5,624 

       ※  職員手当には退職手当を含みません。 
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 (3)  平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成 27年 4月 1日現在） 

区  分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

一般行政職 315,800 円 365,264 円 42.8 歳 

技能労務職 264,300 円 284,407 円 54.3 歳 

       ※  平均給与月額とは、給料および職員手当（扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当等）

の合計の平均月額です。 

 

 

  (4)  初任給の状況（平成 27年 4月 1日現在） 

区  分 伊豆市 国 

一般行政職 

大学卒 174,200 円 174,200 円 

短大卒 154,800 円    － 

高校卒 142,100 円 142,100円 

技能労務職 
高校卒 139,500 円 139,500 円 

中学卒 131,500 円 131,500 円 

 

 

  (5)  経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 27年 4月 1日現在） 

区  分 
経験年数 

10年～15年 

経験年数 

15年～20年 

経験年数 

20年～25年 

一般行政職 

大学卒 270,000円 316,100円 365,200円 

短大卒 257,800円 295,800円 338,700円 

高校卒 227,500円 280,500円 310,100円 

技能労務職 
高校卒 － 253,100円 250,400円 

中学卒 － － 248,700円 

       ※  採用前に民間企業勤務経験などがある場合には、その期間を換算し、経験年数に加算します。 

 

 

  (6)  一般行政職の級別職員数の状況（平成 27年 4月 1日現在） 

区  分 標準的な職務内容 職員数（人） 構成比（％） 

１級 主事 ４１ 16.1 

２級 副主任 １９ 7.5 

３級 主任 ４４ 17.3 

４級 主査 ６８ 26.9 

５級 主幹、支所長、支配人、園長、指導主

事、統括園長 

４７ 18.5 

６級 
課長、参事、支所長、室長、清掃セン

ター所長、議会事務局次長、防災監、

図書館長、監査委員事務局長 

２５ 9.8 

７級 

市長政策監、部長、理事、会計管理者、

教育部長、学校教育統括監、議会事務

局長 

１０ 3.9 

計 ２５４ 100.0 

       ※  「伊豆市職員の給与に関する条例｣に基づく行政職給料表の適用を受ける職員のうち、 

看護・保健職、福祉職、教育職等を除く一般行政職の職員数です。 

       ※  「標準的な職務内容｣とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 
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(7)  期末・勤勉手当（平成 27年 4月 1日現在）           （単位：月分） 

区  分 
伊  豆  市 国 

期末手当 勤勉手当 計 期末手当 勤勉手当 計 

6月期 1.225 0.75 1.975 1.225 0.75 1.975 

12月期 1.375 0.75 2.125 1.375 0.75 2.125 

計 2.60 1.5 4.1 2.60 1.5 4.1 

 

 

  (8)  退職手当（平成 27年 4月 1日現在） 

区    分 
伊  豆  市 国 

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20年 20.445月分 25.55625月分 21.62月分 27.025月分 

勤続 25年 29.145月分 34.5825月分 30.82月分 36.57月分 

勤続 35年 41.325月分 49.59月分 43.7月分 52.44月分 

最高限度 49.59月分 49.59月分 52.44月分 52.44月分 

 

 

  (9)  その他の主な手当の内容 

  ア  特殊勤務手当（平成 26年度普通会計決算） 

区      分 全  職  種 

職員全体に占める手当支給職員の割合              0 ％ 

支給総額              0 千円 

1人当たり平均支給年額              0 千円 

手当の種類 
        危険手当 

不快手当 

 

 

  イ  時間外勤務手当（平成 25、26年度普通会計決算） 

平成 26年度 
支給総額 46,208 千円 

支給職員 1人当たり支給年額 156 千円 

平成 25年度 
支給総額 40,043 千円 

支給職員 1人当たり支給年額 136 千円 

 

 

 ウ  扶養手当、住居手当、通勤手当（平成 27年 4月 1日現在） 

 
内      容 

国の制度

との異同 

扶養

手当 

(ア) 配偶者                            13,000円 

(イ) 配偶者以外 

     １人につき                       6,500円 

      ①職員に配偶者がない場合 

           そのうち１人について       11,000円 

      ②満 16歳年度初めから満 22歳年度末までの子 

1 人につき、5,000 円を加算 

同じ 
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住居

手当 

＜借家・借間＞ 

(ア) 支給要件 

自ら居住するための住宅を借り受け、月額 12,000

円を超える家賃を支払っているもの 

(イ) 支給額 

    ① 月額 23,000円以下の家賃 

         家賃額－12,000円 

    ② 月額 23,000円を超え、55,000円未満の家賃 

       （家賃額－23,000円）×1/2＋11,000 円 

    ③ 月額 55,000円以上の家賃 

         27,000円 

同じ 

通勤

手当 

＜普通交通機関＞ 

    ①  支給額    運賃等に相当する額（定期券の場合

は、６箇月を超えない範囲内の最長

通用期間） 

    ②  支給限度額    55,000円 

＜自動車等の使用者＞ 

  （徒歩による通勤距離が 2km以上であること） 

    ①  支給額（月額） 

片道 5km 未満                2,000円 

片道 5km 以上 10km 未満       4,200円 

片道 10km以上 15km未満      7,100 円 

片道 15km以上 20km未満     10,000 円 

片道 20km以上 25km未満     12,900 円 

片道 25km以上 30km未満     15,800 円 

片道 30km以上 35km未満     18,700 円 

片道 35km以上 40km未満     21,600 円 

片道 40km以上 45km未満     24,400 円 

片道 45km以上 50km未満     26,200 円 

片道 50km以上 55km未満     28,000 円 

片道 55km以上 60km未満     29,800 円 

片道 60km以上              31,600円 

＜普通交通機関と自動車等の併用者＞ 

②   支給額    運賃等相当額と自動車等の額の合

計額 

    ②  支給限度額    55,000円 

同じ 

 

 

  (10)  特別職の給与等の状況（平成 27年 4月 1日現在） 

 給料・報酬月額 期末手当の支給割合 

給  

料 

市長 780,000 円 6月期    1.975 月分 

12月期    2.125 月分 

計    4.1 月分 副市長 660,000 円 

報  

酬 

議長 350,000 円 6月期    1.70 月分 

12月期    1.85 月分 

計    3.55 月分 

副議長 290,000 円 

議員 260,000 円 
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３  勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

  (1)  一般職員の勤務時間（平成 27年 4月 1日現在） 

１日当たりの

勤務時間 
開始時間 終了時間 休憩時間 

7時間 45分 8時 30分 17時 15分 
12時 00分 ～ 

13時 00分 

※ 庁舎勤務職員の休憩時間は、11:30～12:30と 12:30～13:30 の２交替制を実施している部署も 

あります。 

 

 

  (2)  休暇制度の導入状況（平成 27年 4月 1日現在） 

休暇の種類 付与要件 付与日数 

年次有給休暇 職員の請求 
２０日を限度として付与（翌年に 

２０日を限度に繰越可） 

主
な
特
別
休
暇 

ドナー休暇 骨髄液提供のための検査、入院 必要と認める期間 

子の看護休暇 小学校就学前の子の看護 
年５日以内（対象の子が 2人以上の

場合は 10日以内） 

短期介護休暇 要介護者の介護、付添いなど 
年５日以内（要介護者が 2人以上の

場合は 10日以内） 

ボランティア休暇 

自発的に、かつ報酬を得ないで社

会に貢献する活動（被災者支援、

社会福祉施設での活動など） 

年５日以内 

結婚休暇 結婚 ５日以内 

産前休暇 ６週間以内に出産予定 産前６週間 

産後休暇 出産 産後８週間 

妻の出産休暇 
妻の出産に伴う入退院の付き添

い 
２日以内 

男性職員の育児参加休

暇 

妻の産前産後中に、当該子又は小

学校就学前の子を養育 
５日以内 

忌引休暇 親族の死亡 親族に応じて１日～１０日 

夏季休暇 
夏季における盆等の諸行事、心身

の健康維持、家族生活の充実 

７月から９月までの期間内で３日

以内 

妊娠障害休暇 妊娠に起因する障害 必要な時間 

病気休暇 負傷又は疾病による療養 
公傷病－必要な期間 

私傷病－９０日以内 

組合休暇（無給） 職員団体の業務又は活動 ３０日以内 

介護休暇（無給） 

配偶者、父母、子、配偶者の父母、

同居の祖父母、兄弟姉妹、事実上

父母及び子と認められる者を２

週間以上にわたり介護 

連続する６月の期間内 

       ※  特別休暇には上記以外に「公民権の行使」、「官公署への出頭」、「保育時間」、「父母の追悼」、「災

害による住居の滅失・損壊」、「災害・交通機関の事故による出勤困難」、「災害による退勤回避」、

「生理」、「妊娠職員の通勤緩和」、「妊娠・出産後の健康診断」、「妊娠中の休息・補食」、「感染症

予防法による交通遮断・隔離」があります。 
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  (3)  年次有給休暇の使用状況（平成 26年 1月 1日～平成 26年 12月 31日） 

対象職員数 平均取得日数 消化率 

269 人 9.8 日 25.0 ％ 

       ※  対象職員数は、市長部局に所属する職員で平成 26 年 1 月 1 日～平成 26 年 12 月 31 日の期間に  

在職した数です。 

 

 

  (4)  育児休業及び部分休業の取得者数（平成 26年度） 

 育児休業（人） 部分育児休業（人） 

男性 ０ ０ 

女性 ９ ３ 

合計 ９ ３ 

       ※  平成 26年度に新たに育児休業又は部分休業を取得した職員数です。 

 

 

４  分限及び懲戒処分の状況 

 

  (1)  分限処分者数（平成 26年度） 

降任 免職 休職 降給 合計 

０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

       ※  分限処分とは、職員がその職務を十分に果たしえない場合等に、本人の意に反して行う処分です。 

 

 

  (2)  懲戒処分者数（平成 26年度） 

戒告 減給 停職 免職 合計 

０人 １人 ０人 ０人 １人 

 

 

 

５  服務の状況 

 

  (1)  兼職・兼業の許可件数（平成 26年度） 

許可件数（件） 

８７件 

 

  (2)  職務専念義務免除の状況（平成 26年度） 

承認件数（件） 

４２件 
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６  研修及び勤務成績の評定の状況 

 

(1)  職員研修の概要等（平成 26年度） 

  研修名 主催機関 
受講人数

（人） 

階層別   

研修 

新規採用職員予定者事前研修 東部地域市町合同 7 

新規採用職員研修 静岡県町村会 10 

新任監督者（主査）職員研修 静岡県町村会 23 

新任課長級研修 東部地域市町合同 5 

専門 

研修 

リーダーシップ向上講座 （財）静岡総合研究機構 4 

生き生きとした職場づくり講座 （財）静岡総合研究機構 4 

タイムマネジメント講座 （財）静岡総合研究機構 2 

コミュニケーション能力向上講座 （財）静岡総合研究機構 3 

民法研修会 静岡県町村会 6 

政策法務基礎研修会 静岡県町村会 4 

地方自治法研修会 静岡県町村会 6 

行政法研修会 静岡県町村会 2 

行政争訟研修会 静岡県町村会 4 

法制執務講座（初級編） 静岡県町村会 3 

法制執務講座（中級編） 静岡県町村会 5 

地方公務員法研修会 静岡県町村会 4 

中堅職員研修 静岡県町村会 5 

ＯＪＴ研修 静岡県町村会 5 

ＯＪＴ研修 市 63 

接遇研修 市 49 

その他

研修 

新入社員ビジネスマナー研修会 三島信用金庫 5 

新社会人・社員のためのビジネスマナ

ー研修 
ＮＴＴ沼津ビル 5 

東部ブロック研修 市研協東部ブロック 2 

自治大学校研修 自治大学校 0 

市町村アカデミー研修 市町村アカデミー 1 

平塚市交流研修 市 4 

 

 

(2)  勤務成績の評定の状況（平成 26年度） 

        平成 19年度において、職員の日常業務における能力と取組姿勢を評価する「プロセス評価」

と目標管理の手法を用いた「業績評価」から成る「人事評価システム」を構築し、平成 21年度

から試行を実施しました。平成 24年度からは、評価データの蓄積を行い人事及び昇任の資料と

しています。 

組織の活性化・効率化及び職員の意欲を向上させるために、能力・実績に応じた評価につい

てさらに検討していきます。 
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７  福祉及び利益の保護の状況 

 

  (1) 定期健康診断の実施状況（平成 26年度） 

区 分 人 数 比 率 

職場集団検診受検者数 319 人 81.5％ 

人間ドック受検者数 64 人 16.3％ 

 未受検者数 8人  2.0％ 

    計（職員数） 391人 100.0 ％ 

 

 

  (2) 公務災害等の認定状況等（平成 26年度） 

区 分 認定件数 

認

定 

公務災害     1 件 

通勤災害     0 件 

計（件）     1 件 

 

 

(3) 福利厚生の状況 

静岡県市町村職員共済組合に加入し、組合員（職員）や被扶養者の病気予防と健康増進に関

する福祉事業を実施しています。 

また、条例に基づき「伊豆市職員互助会」を組織し、職員の福利厚生の充実を図っています。

平成 26年度の互助会に対する公費の負担率は、運営費に対し 15.0％となっており、健康増進を

目的とした事業に充てています。 

なお、事業内容は、毎年理事会において見直しを行なっています。 

 

 

  (4)  公平委員会に対する措置要求等の状況（平成 26年度） 

区  分 件  数 

勤務条件に対する措置要求       ０ 件 

不利益処分に関する不服申し立て       ０ 件 

       ※  伊豆市は、平成 21 年度から伊豆の国市と共同で公平委員会を設置しています。 


